
外部評価個票
令和６年度 令和７年度

令和10年度
(最終目標)

グループ名 農地中間管理機構運営事業費（枠外） 70.0 71.1

成果指標及び
成果実績

令和４年度 令和５年度事業名 農地中間管理事業費 開始/終了(予定)年度 平成26 / 未設定

創設背景
（課題）

　農家の高齢化や減少により耕作放棄地が増加するなど、農地の有効活用が課題となってい
る。さらに、耕作する農地が小規模であったり分散しているなどの理由により、担い手農家
の効率的な農業経営が困難となっている。このため、農地の出し手（農地所有者）と受け手
（耕作者）をつなぐ中間的な受け皿となる仕組みを創設したもの。

71.9

部局・担当課名 農林水産部　農村整備課 80 85 90 75 90

成果指標設定の考え方

実績

当初見込み

実績

当初見込み

事業の目的
 農地を継続的に有効活用し、農業経営の効率化を図るため、山形県農地中間管理機構（以
下　機構）が仲介する農地の貸し借り、売買を通して、担い手農家への農地の集積を推進す
る。

100%

執行率５０％未満の場合の要因分析
令和３年度令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

県の裁量の有無 補助の相手方

無 (公財)やまがた農業支援センター

　離農や経営規模を縮小したい農家、非農家等が所有する農地を継続して活用し、農作業の効率化・低コスト化を実現するためには、本事業
による担い手農家への農地の集積が欠かせないことから、農地集積率を成果指標として設定したもの。
　第４次農林水産業元気再生戦略（Ｒ３～６）策定にあたり、国から示された値に基づき令和３年度～６年度の目標値を設定していたが、実
績を踏まえ国が目標年次を先送りしたため、県もこれに沿って令和７年度～10年度の目標値を見直ししている。

事業概要

　農業者の高齢化や減少により、営農が継続できなくなり耕作放棄地化する農地が拡大して
いる。このままでは食糧生産の基盤であり、地域の財産である農地が適切に活用できなくな
る恐れがある。
　機構は、離農や経営規模を縮小したい農家や、農地を所有する非農家等の出し手（農地所
有者）から農地を借り受け、経営規模を拡大したい農家・法人、新規就農を希望する方等の
受け手（耕作者）に可能な限りまとまりのある形で農地の貸し付けを行っている。
　農地中間管理機構運営事業費は、機構が行う賃貸借・売買契約に係る事務費や業務委託費
を補助するもの。

　本事業は、農地中間管理事業の推進に関する法律（以下　中間管理法）に基づく国庫補助
事業であり、県も併せて補助している。また、中間管理法による農地の権利移動は、同法第
４条により、都道府県に一つに限り指定された農地中間管理機構が行うこととされており、
本県では従来より農地の売買業務を行っていた（公財）やまがた農業支援センターを指定し
ている。

補助概要

補助率
（最終受益者に対する補助率）

④

財源内訳
（単位:千円）

国庫支出金 ４９,０４３ １１４,９２２ １４４,７６５ １７５,０４５ ２０４,７５６
県債

当初予算額
（単位:千円）

１５９,４４５ １６４,１７４ ２０９,２４３ ２５１,４９３ ２９３,６１３

その他特定財源 ６２,５６８ １,７０３

計 １５９,４４５ １６４,１７４ ２０９,２４３ ２５１,４９３ ２９３,６１３

一般財源 ４７,８３４ ４９,２５２ ６２,７７５ ７６,４４８ ８８,８５７

執行率
（％）

94% 97% 88% 80% 0%

決算額
（千円単位）

１５０,４５６ １５８,７４０ １８４,０１５ ２０１,５８４

②当初の目的や役割を一定程度達成しているのではないか。
（当初の目的・役割の達成程度からみて、継続するのは妥当か。）

A
担い手への農地集積率は年々増加しているが、農家人口は減少傾向にあり、荒廃農地の発生を防
ぎ引き続き農地の有効活用を図るためには、本取組みを継続する必要がある。

③人口減少を受けて受益者が減少し、コストに見合っていないのではない
か。（開始時から受益者が減少しても、継続するのは妥当か。）

A
本事業は、担い手農家への農地集積を目的とする性格上、直接受益者は減少していくものの、農業
生産基盤の維持は地域や国民すべてが恩恵を受けるものであるため、維持する必要がある。

事業所管部局による評価・検証（令和７年度９月末まで）

項目 評価
（ABC）

評価に関する説明

課
題

　平地水田地帯では農地中間管理事業の活用が順調に進んでいるものの、畑・果樹園や中山間地域で
はさらなる事業推進が求められている。
　また、効率的な農地利用を図るためには、耕作条件を改善する農地整備事業等を活用し、担い手が
借受しやすい環境を整えるとともに、地域外を含めた新たな担い手を確保していくことが求められて
いる。

全
て
の
事
務
事
業
の

検
証
の
視
点

①長く継続し、社会経済情勢の変化とミスマッチになってないか。
（開始時から社会経済情勢の変化を考慮して、継続するのは妥当か。）

A
荒廃農地面積が増加するなか、農地の出し手、受け手を仲介する本事業は、農業生産及び生産基
盤を下支えするものであり、継続が必要である。

(評価基準)　「Ａ:妥当性が高い/Ｂ:おおむね妥当である/Ｃ:妥当性が低い」

今
後
の
対
応

　改正農業経営基盤強化促進法等が法定化され、約10年後の将来、地域の農地を「いつ」「誰が」
「どの農地を」担い活用するのか、農業者や地域住民の話合いによって決める「地域計画」が、令和
７年３月までに県内全域で策定された。
　「地域計画」は、農地を次代に継承し、持続可能な地域農業を下支えするための取り組みである。
　今後は、「地域計画」の実現に向け、関係機関と連携・協力し、引き続き本事業を活用した農地の
集積を図るとともに、中山間地域等の耕作条件不利地における新たな農地の受け手の掘り起こし等に
より、農業の生産性向上と低コスト化を図っていく。

重
点
取
組
テ
ー

マ

検
証
の
ポ
イ
ン
ト

④課題に対する事業手法は妥当か。 A
効率的な農地利用を図るためには農地の権利移動が必要であることから、農地の集積のため本事
業を用いることは妥当である。

⑤成果指標と目標値の考え方は妥当か。 A
農地の賃貸借・売買による担い手への農地集積率は、担い手の農業生産性の向上や生産コストの
低減に直結するものであるため、効率的な農地利用の指標として妥当である。

⑥「執行率が50％未満の場合の要因分析」の内容・手法は妥当か。

令和３年度

69.0

75

成果指標

①担い手への農地集積率

②

③

単位

実績 ％

当初見込み ％

実績

当初見込み

資料２ー⑤
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